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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガス流量を計測する流量検出手段と、
瞬時流量を演算する流量演算手段と、
求めた瞬時流量値より平均流量を求める平均流量演算手段と、
前記平均流量を監視し異常判定を行う第１の保安判定手段と、
使用流量パターンより器具を推定し異常判定を行う第２の保安判定手段と、
ガスの供給を遮断する遮断手段と、
警告表示或いは遮断表示を行う報知手段と、を備え、
前記第１の保安判定手段は、
漏洩流量や、流量域に対応した連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値な
どを記憶した監視値記憶手段と、
前記平均流量演算手段で求めた平均流量が所定流量未満かを監視し、漏洩流量か否かを検
出する漏洩流量判定手段と、
前記監視値記憶手段に記憶された監視値に基づいて異常監視を行うと共に、前記漏洩流量
判定手段で所定流量以上と判定時、漏洩タイマの計時を開始し所定時間に到達したか否か
を判定する第１の異常判定手段とを有し、
前記第２の保安判定手段は、
前記流量演算手段で求めた瞬時流量を時系列的に記憶する流量格納手段と、
器具毎の異常判定値を記憶する器具監視値記憶手段と、
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器具毎の流量パターンを予め記憶している特徴記憶手段と、
前記流量格納手段と前記特徴記憶手段の出力信号を比較し、器具流量を推定する器具推定
手段と、
前記器具推定手段で器具以外と推定時、漏洩監視タイマの計時を開始して漏洩判定を行う
漏洩識別判定手段と、
前記器具監視値記憶手段に記憶されている前記器具判定手段で推定した器具に対応した異
常判定値で器具を監視する第２の異常判定手段と、を有し、
前記漏洩識別判定手段で漏洩と判定された場合には、第１の保安判定手段よりも、第２の
保安判定手段における判定を優先するようにし、
前記第１の異常判定手段及び漏洩識別判定手段で異常判定成立時、前記遮断手段でガスを
遮断すると共に、前記第１の異常判定手段或いは前記漏洩識別判定手段より漏洩と判定時
、前記報知手段で警告表示或いは遮断表示を行うガス遮断装置。
【請求項２】
請求項１項記載のガス遮断装置の手段の全てもしくは一部としてコンピュータを機能させ
るためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス遮断装置に関し、需要家宅の漏洩流量監視を複数の保安判定手段で並行
して行い、確実に設備の異常使用を検出すると警告或いは遮断を行い、事故を未然に防止
するガス遮断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種のガス遮断装置としては、図３の構成になっていた（例えば特許文献１参照
）。
【０００３】
　この従来のガス遮断装置について図３を用いて簡単に説明すると、１０１はガスの供給
管、１０２はメータコック、１０３はガスメータ、１０４は緊急遮断弁で、電力消費を避
ける為瞬時流量で閉弁する。１０５は流量測定装置で、ガスメーターに取り付けられた流
量センサで、例えばパルスのようなディジタル信号を発信する。１０６は制御装置で、ガ
スの供給管に取り付けられた流量測定装置１０５と、ガスの供給管に取り付けられた緊急
遮断弁１０４と、個々のガス器具のガス消費量及びこれに対応する継続使用安全時間を記
憶させるガス器具記憶手段と、流量測定装置１０５により一定の時間間隔毎の供給ガスの
全体流量を測定し、この全体流量に変化が認められた場合、この増加分に相当する１台の
ガス器具がその使用を開始したと判断して、このガス器具の消費量を順次登録し、全体流
量に減少が認められた場合、この減少分に相当するガス消費量のガス器具が停止したと判
断してガス器具の使用状況を登録する器具別ガス流量記憶手段と、流量測定装置により測
定している供給ガスの全体流量に変化が検出されると時間の計測を開始し、次に変化が検
出される迄時間計測を続行し、この続行時間が器具別ガス流量記憶手段に記憶されている
現在使用中のガス器具の消費量のうち最も大きい消費量のものに対応する継続使用安全時
間を超えたとき、緊急遮断弁１０４を閉止する信号を送る判定手段とからなる。１０７は
制御装置１０６の電源で、電池を使用する。１０８は緊急遮断弁用の電池である。
【０００４】
　次に従来例の構成の動作を説明する。制御装置１０６にマイコン等を使用し、供給ガス
の流れを監視し異常と判定されるとき供給ガスの停止を指示し緊急遮断弁１０４を作動さ
せるものである。
【０００５】
　一般的にガス器具のガス消費量が決まっており、通常家庭内で使われる器具は次のよう
な範囲である。例えば６Ｂガスの場合、大型器具の口火は０．０２～０．０６ｍ３／ｈ、
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炊飯器は０．２～０．４ｍ３／ｈ、ストーブは０．３～０．７ｍ３／ｈ、湯沸器は１．５
～６．０ｍ３／ｈ、風呂釜は１．２～２．２ｍ３／ｈである。一方それぞれの器具が連続
的に使用される時間はストーブのように１０時間程度使用されるものから湯沸器のように
長くても１５～３０分程度しか使われないものもある。やはり器具の種類によっておおよ
その範囲が決まっている。従って例えば全体で３ｍ３／ｈの流量が計測されていると通常
それは湯沸器であると判断される為、なんらの流量変化がなく１５～３０分流れている場
合は正常であるが、６０分を超えて流れている場合は器具が正常に使用されておらずガス
栓からガスが流出しているような異常が発生しているのでガスを遮断すべきと判断する。
３ｍ３／ｈ程度の流量が計測されていてもその流量に変動が観察される場合、他の器具が
使用開始、或いは使用停止されたことを意味する為正常な家庭生活が営まれていると判断
し遮断する必要がない。
【０００６】
　２台以上の器具が同時に使用される場合、例えば２ｍ３／ｈの風呂釜と０．５ｍ３／ｈ
のストーブを２台、計３台の器具を同時に１時間以上使用する場合、合計流量が３ｍ３／
ｈのガス流量が計測される為、湯沸器の異常使用と判断して遮断する可能性がある。制御
装置のガス器具記憶手段にはガス器具毎に想定されるガス消費量と継続使用安全時間を予
め記憶しておく。例えば表１の流量区分と継続使用安全時間とが記憶させておく。
【０００７】
【表１】

【０００８】
　制御装置には流量計測装置１０５、即ち流量センサが接続され流量計測するが、発信信
号を受け平均流量を計算する。平均流量が変化せず何分継続するかを追跡し平均流量を構
成している個別器具の流量と、制御装置１０６内に予め記憶させておいた流量区分ごとの
定められた継続時間とを比較し、オーバーした場合、異常使用と判定して緊急遮断弁１０
４に閉止信号を発する。
【０００９】
　今ガスが流れていない状態（流量が零）が計測されていたものが、ある時刻Ｔ１におい
て流量Ｑ１が計測されたとする。この時器具が１台使用され、流量はＱ１と判断し最大流
量器具の流量としてＱ１を器具別ガス流量記憶手段の第１位に登録し、同時に継続使用安
全時間の測定を開始する。次に時刻Ｔ２において、流量の増加が計測され、その増加量が
Ｑ２であり、Ｑ１＜Ｑ２であったとすると、制御装置１０６は最大器具流量としてＱ２を
器具別ガス流量記憶手段の第１位に、Ｑ１を第２位に登録しなおし、継続使用安全時間を
再度計測開始する。更に時刻Ｔ３で流量の増加が計測され、増加量がＱ３で、Ｑ１＜Ｑ３
＜Ｑ２であったとする。同様に器具別ガス流量記憶手段には第１位にＱ２、第２位にＱ３
、第３位にＱ１が登録され、継続使用安全時間が又計測開始される。次に時刻Ｔ４で流量
減少が計測され変化後流量がＱ４であり、Ｑ３＜Ｑ４＜Ｑ２であったとすると、制御装置
１０６はガス流量Ｑ２の器具は停止したと判断し、器具別ガス流量記憶手段には第１位に
はＱ３を、第２位にはＱ１を繰り上げ、継続使用安全時間の測定を開始する。
【００１０】
　例えば時刻Ｔ３からＴ４において、第１位の流量Ｑ２が、対応する表１の流量区分別継
続使用安全時間が５０分であったとすると、時刻Ｔ３からＴ４の間に５０分が経過すると
異常と判定して緊急遮断弁１０４が作動する。
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【００１１】
　又一定の時間パルス信号の発信がないことの確認ができ、常時内管からのガスの漏洩状
況を監視できる。ガス器具の正常使用時の諸現象をガスの流量変化でとらえ、異常時と区
別する。
【特許文献１】特開昭６１－５９４２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来の構成では、器具が使用されると流量を測定し流量の増加流量
分を器具別ガス流量記憶手段に登録され、継続使用安全時間を計測しガス流量記憶手段に
記憶されている消費量に対応した継続使用安全時間を超えるとガス通路の遮断を行うとい
う機能は有しているが、何らかのトラブルで配管よりガス漏洩が生じているときに例えば
給湯器やガステーブル等を使用されると継続使用時間がリセットされ、大きな漏洩流量が
あるのに遮断されず、最悪ガスが部屋中に充満し火災或いは爆発等の人体生命に関わる問
題があり、本来の監視時間以上に長い時間ガス器具が使用されることになり、特に使用流
量の大きな器具を使用する場合等は安全性の面で課題を有していた。
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決するもので、器具使用開始しても漏洩監視を継続して行い、
並行して使用器具の流量等の特徴を検出しどの器具を使用しているかを特定識別し、器具
以外の流量を検出時漏洩有りとして早期に特定監視を行うことにより、継続して使用され
ることなく、安全性の高いガス遮断装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記従来の課題を解決するために、本発明のガス遮断装置は、ガス流量を計測する流量
検出手段と、瞬時流量を演算する流量演算手段と、求めた瞬時流量値より平均流量を求め
る平均流量演算手段と、前記平均流量を監視し異常判定を行う第１の保安判定手段と、使
用流量パターンより器具を推定し異常判定を行う第２の保安判定手段と、ガスの供給を遮
断する遮断手段と、警告表示或いは遮断表示を行う報知手段と、を備え、前記第１の保安
判定手段は、漏洩流量や、流量域に対応した連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の
監視判定値などを記憶した監視値記憶手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量が
所定流量未満かを監視し、漏洩流量か否かを検出する漏洩流量判定手段と、前記監視値記
憶手段に記憶された監視値に基づいて異常監視を行うと共に、前記漏洩流量判定手段で所
定流量以上と判定時、漏洩タイマの計時を開始し所定時間に到達したか否かを判定する第
１の異常判定手段とを有し、前記第２の保安判定手段は、前記流量演算手段で求めた瞬時
流量を時系列的に記憶する流量格納手段と、器具毎の異常判定値を記憶する器具監視値記
憶手段と、器具毎の流量パターンを予め記憶している特徴記憶手段と、前記流量格納手段
と前記特徴記憶手段の出力信号を比較し、器具流量を推定する器具推定手段と、前記器具
推定手段で器具以外と推定時、漏洩監視タイマの計時を開始して漏洩判定を行う漏洩識別
判定手段と、前記器具監視値記憶手段に記憶されている前記器具判定手段で推定した器具
に対応した異常判定値で器具を監視する第２の異常判定手段と、を有し、前記漏洩識別判
定手段で漏洩と判定された場合には、第１の保安判定手段よりも、第２の保安判定手段に
おける判定を優先するようにし、前記第１の異常判定手段及び漏洩識別判定手段で異常判
定成立時、前記遮断手段でガスを遮断すると共に、前記第１の異常判定手段或いは前記漏
洩識別判定手段より漏洩と判定時、前記報知手段で警告表示或いは遮断表示を行うもので
ある。
 
【００１５】
　上記発明によれば、第１の保安判定手段で器具を使用の有無に関わらず流量を検出し何
らかの流量有として監視すると共に、並行して第２の保安判定手段では流量格納手段に記
憶された流量と特徴記憶手段に格納された流量パターンとを器具推定手段で比較判定し器
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具以外と判定時あるいは器具の流量パターンにはない漏洩流量と推定すると第１の保安判
定手段に優先して第２の保安判定手段によって、その後何らかの器具が使用されても漏洩
識別判定手段で漏洩流量として監視し続け、所定時間経過すると漏洩有りとして報知手段
に警告通知、或いは遮断設定時は遮断手段を駆動しガスの供給を停止するので、本来漏洩
があるのに器具使用により使用時間監視が解除され漏洩警告もしくは漏洩遮断しないとい
う不具合を防止することができ、かつ安全性の高いガス遮断装置を提供することができる
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のガス遮断装置は、ガス配管、或いはガス器具のトラブル等により誤って漏洩流
量が発生すると、或いは器具使用開始すると流量検出し使用流量を求め第１の保安判定手
段、特に漏洩流量判定手段や第１の異常判定手段で監視すると共に、並行して第２の保安
判定手段で流量の時系列信号を格納し器具使用開始／停止或いは制御中の特徴を求め器具
流量か或いは漏洩流量化の推定を行い、器具流量ではなく漏洩流量と確定したならば、そ
の後器具に使用停止／開始が発生しても漏洩流量の監視を継続して行うので、早期に漏洩
警告或いは漏洩遮断としてガス事業者やガス需要家に通知できるので、大流量器具使用が
優先され、漏洩警告や漏洩遮断が遅れ、ガス中毒やガス漏れ火災といった危険に陥るのを
防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、ガス流量を計測する流量検出手段と、瞬時流量を演算する流量演算手段と、
求めた瞬時流量値より平均流量を求める平均流量演算手段と、前記平均流量を監視し異常
判定を行う第１の保安判定手段と、使用流量パターンより器具を推定し異常判定を行う第
２の保安判定手段と、ガスの供給を遮断する遮断手段と、警告表示或いは遮断表示を行う
報知手段と、を備え、前記第１の保安判定手段は、漏洩流量や、流量域に対応した連続使
用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などを記憶した監視値記憶手段と、前記
平均流量演算手段で求めた平均流量が所定流量未満かを監視し、漏洩流量か否かを検出す
る漏洩流量判定手段と、前記監視値記憶手段に記憶された監視値に基づいて異常監視を行
うと共に、前記漏洩流量判定手段で所定流量以上と判定時、漏洩タイマの計時を開始し所
定時間に到達したか否かを判定する第１の異常判定手段とを有し、前記第２の保安判定手
段は、前記流量演算手段で求めた瞬時流量を時系列的に記憶する流量格納手段と、器具毎
の異常判定値を記憶する器具監視値記憶手段と、器具毎の流量パターンを予め記憶してい
る特徴記憶手段と、前記流量格納手段と前記特徴記憶手段の出力信号を比較し、器具流量
を推定する器具推定手段と、前記器具推定手段で器具以外と推定時、漏洩監視タイマの計
時を開始して漏洩判定を行う漏洩識別判定手段と、前記器具監視値記憶手段に記憶されて
いる前記器具判定手段で推定した器具に対応した異常判定値で器具を監視する第２の異常
判定手段と、を有し、前記漏洩識別判定手段で漏洩と判定された場合には、第１の保安判
定手段よりも、第２の保安判定手段における判定を優先するようにし、前記第１の異常判
定手段及び漏洩識別判定手段で異常判定成立時、前記遮断手段でガスを遮断すると共に、
前記第１の異常判定手段或いは前記漏洩識別判定手段より漏洩と判定時、前記報知手段で
警告表示或いは遮断表示を行うものである。
 
【００１８】
　そして、第１の保安判定手段で器具を使用の有無に関わらず何らかの流量を検出すると
流量有として監視すると共に、並行して第２の保安判定手段では流量格納手段に記憶され
た流量と特徴記憶手段に格納された流量パターンとを器具推定手段で比較判定し器具以外
と判定時あるいは器具の流量パターンにはない漏洩流量と推定すると第１の保安判定手段
に優先して第２の保安判定手段によって、その後何らかの器具が使用されても漏洩識別判
定手段で漏洩流量として監視し続け、所定時間経過すると漏洩有りとして報知手段に警告
通知、或いは遮断設定時は遮断手段を駆動しガスの供給を停止するので、本来漏洩がある
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のに器具使用により使用時間監視が解除され漏洩警告もしくは漏洩遮断しないという不具
合を防止することができ、かつ安全性が高い。
【００１９】
　また本発明は、上記ガス遮断装置の手段の全てもしくは一部をコンピュータに実行させ
るためのプログラムである。
【００２０】
　そして、プログラムであるのでマイコン等を用いて本発明の遮断装置の一部あるいは全
てを容易に実現することができる。また記録媒体に記録したり通信回線を用いてプログラ
ムを配信したりすることでプログラムの配布やインストール作業が簡単にできる。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す構成図
、図２は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
【００２２】
　各家庭のガス供給管１の入口部分にガス遮断装置２が設置され、このガス遮断装置２を
経由した後のガス配管３から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所ま
で配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器４が設置され、このガス給湯
器４で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓５、浴槽やシャワー装置が設置された
風呂６、リビング等に設置された床暖房７に供給され、種々の使用形態を形成している。
また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル８、リビングや寝室等に設置され
たガスファンヒータ９にガスが供給され、必要に応じて適宜使用される。
【００２３】
　そして、ガス遮断装置２には、ガス入口とガス出口を有したガス流路が形成され、ガス
流量を計測する流量検出手段１０と異常時にガスを遮断する遮断手段２４等で構成される
。なお、流量検出手段１０としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置
された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信しその伝搬時間より使用ガ
ス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダン
スより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁
石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出す
るものがある。
【００２４】
　そこで、超音波センサを用いた流量検出手段１０について簡単に説明すると、超音波を
送信または受信する第１送受信器と受信または送信する第２送受信器が流れ方向に対抗し
て配置され、送受信の切り換えにより、ガス等の流体の流れ状態を検出している。この第
１送受信器と第２送受信器の信号を処理して流量を計測するもので、上流から下流に超音
波を送信する。そして第２送受信器で受信しタイマカウンタのような計時手段で計測する
。切換手段で下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして
、第１送受信器と第２送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の大きさや流体の流れ状
態を考慮して流量演算手段１１で瞬時流量を求める。瞬時流量は予め定めた周期毎に求め
られる。そして、所定周期で求められる瞬時流量は平均流量演算手段１２に入力され、こ
こで所定個数の瞬時流量値を集合して平均化され平均流量として算出される。
【００２５】
　ここで第１の保安判定手段１３は、平均流量演算手段１２に接続された、漏洩流量判定
手段１４、第１の異常判定手段１６、監視値記憶手段１５とからなる。第２の保安判定手
段１７は、流量演算手段１１の出力信号をもとに、流量格納手段１８、特徴記憶手段１９
、器具推定手段２０、漏洩識別判定手段２１と第２の異常判定手段２２とからなる。
そして求めた平均流量を漏洩流量判定手段１４に入力される。漏洩流量判定手段１４は、
平均流量が器具とみなす流量以下かどうかを判定する。通常器具流量の場合、例えば、需
要家がガス給湯器４を使用すると流量値はゼロから所定の流量まで変化、あるいはガステ
ーブル等の器具を使用中にガス給湯器４等が使用されると求めた平均流量を流量登録手段
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（図示せず）等に登録し、使用時間監視対象となる。
【００２６】
　監視値記憶手段１５は、漏洩流量や、流量域に対応した連続使用制限時間、あるいは使
用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えばストーブ等へガスを供給するホー
スが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するた
めの合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場
合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定した監視値を記
憶している。
【００２７】
　また、求めた平均流量は第１の異常判定手段１６にも入力される。監視値記憶手段１５
の設定値と登録流量値とを比較判定することで、所定流量以上の器具流量とはみなせない
漏洩流量かどうか、或いは流量登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは
器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等判定する
。この第１の異常判定手段１６で異常を判定したとき遮断手段２４に遮断信号を送ってガ
スの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガス
の安全監視を行っているセンターに報知手段２５などを通じて通報する。
【００２８】
　求めた瞬時流量は時系列的に流量格納手段１８に格納される。一方、特徴記憶手段１９
は、器具毎の瞬時流量の時系列的な流量パターンを予め記憶している。器具推定手段２０
は、流量格納手段１８の時系列的に格納した流量パターンと特徴記憶手段１９の記憶して
いる流量パターンの時系列信号とを比較し、どの器具を使用開始されたかを推定すると共
に、どの器具にも該当しない漏洩流量かどうかを判定する。例えば漏洩流量の場合、器具
の様なオーバーシュート流量もなく、制御的な流量変化もなく、一定流量で流れ続ける特
徴があり、予め特徴記憶手段１９に漏洩流量の特徴量が記憶されており、器具推定手段２
０で推定される。
【００２９】
　そして器具推定手段２０の出力信号は、漏洩識別判定手段２１と第２の異常判定手段２
２とにはいる。器具監視値記憶手段２３は、器具毎の異常判定値を記憶する。第２の異常
判定手段２２は、器具監視値と推定した器具とを比較し使用器具毎の異常判定を行うと共
に、漏洩識別判定手段２１より漏洩流量を検出すると漏洩信号が入力され、大きな器具流
量が検出されても、漏洩監視タイマをスタートし漏洩監視を行う。第１の異常判定手段１
６と第２の異常判定手段２２は、異常判定を並行して行っているが、第２の異常判定手段
２２が漏洩タイマスタート等の異常監視成立すると、第１の異常判定手段１６に優先して
異常判定を行い、異常成立時、遮断手段２４に停止信号を出力し、ガスの供給を遮断する
。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行って
いるセンターに報知手段２５などを通じて通報する。
 
【００３０】
　次に、以上のように構成されたガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有してい
るガス器具、例えばガスファンヒータ９への接続ホースが何らかの原因でひび割れが入っ
たり、やガス給湯器４等へのガス配管が何らかの原因でひびが入り、ガス漏れが発生する
がその流量を流量検出手段１０で検出する。例えば超音波センサを用いた場合は超音波信
号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段１１に送られて瞬時流量
値として算出され、平均流量演算手段１２で所定個数の瞬時流量より平均流量値として演
算され、求められた平均流量は漏洩流量判定手段１４及び第１の異常判定手段１６に送ら
れる。
【００３１】
　配管等に何らかのひびが入ると微少な流量が流れるが、流量検出手段１０で検出し求め
た瞬時流量を平均化し、漏洩流量判定手段１４ではその流量値が所定値（例えば３Ｌ／ｈ
等）以上かどうかを監視する。漏洩流量判定手段１４で所定流量以上の場合、第１の異常
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判定手段１６に流量有信号が出力され、第１の異常判定手段１６では漏洩タイマのカウン
ト開始を行い、所定日数超えたかの監視を行う。一方第１の異常判定手段１６は平均流量
演算手段１２で求めた平均流量を基に使用器具の流量を求め、継続使用時間監視等も行う
。
【００３２】
　即ち、第１の異常判定手段１６はこの設定された登録流量の最大流量値で監視値記憶手
段１５内の該当の使用時間制限時間を参照して使用器具を監視する。
【００３３】
　また並行して、流量演算手段１１で求めた瞬時流量は流量格納手段１８に時系列的格納
される。器具推定手段２０は、特徴記憶手段１９に予め時系列的に記憶された流量パター
ンや判定流量パラメータ等を用いて、流量格納手段１８に格納されている時系列的な流量
信号とから、使用されているガス器具を推定する。この時、器具流量の立上り流量の変化
や、検出された絶対流量値の大きさや、器具内部の制御による流量変化パターン等より、
ガス給湯器４であるのか、ガステーブル８か、ガスファンヒータ９かを推定し、確定する
と例えば器具Ａ、器具Ｂ、器具Ｃ等のコード信号で、漏洩識別判定手段２１及び第２の異
常判定手段２２に出力される。
【００３４】
　そして、配管等に何らかのひびが入ると微少な流量が流れ始めると、器具推定手段２０
では流量格納手段１８の瞬時流量の時系列信号や特徴記憶手段１９の器具流量パターンと
比較し、例えば相関係数が所定以内に入る器具が見つからない場合、器具以外の流量、即
ち漏洩流量と判定し、第２の異常判定手段２２は器具推定手段２０より漏洩信号を受信す
る。器具特定できなかった場合のコード信号（漏洩）を基に器具監視値記憶手段２３の漏
洩監視値をもとに監視開始する。同時に第１の異常判定手段１６に漏洩識別信号を送信す
る。第１の異常判定手段１６は漏洩識別信号を受信すると異常判定は継続するが、異常判
定は第２の異常判定手段２２が優先となる。即ち並行して第１の異常判定手段１６による
監視と第２の異常判定手段２２による器具監視とが行われるが、器具推定手段２０による
漏洩流量識別が完了すると、第２の異常判定手段２２の異常監視が優先される。第１の異
常判定手段１６が先に異常判定しても漏洩識別完了している場合、第２の異常判定手段２
２が優先判定し、異常成立時に遮断手段２４に遮断信号が出力される。途中で器具推定手
段２０により漏洩推定不能となった場合、第２の異常判定手段２２に漏洩推定不能信号が
出力され、直ちに第１の異常判定手段１６に送信され、第１の異常判定手段１６で流量監
視を行う。
【００３５】
　つまり、流量演算手段１１で求めた瞬時流量よりその流量が漏洩と器具推定手段２０で
確定時、その後ガス給湯器４使用されて異常に大きな流量が流れ、検出し、第１の異常判
定手段１６がガス給湯器４の流量監視に移行しても、第２の異常判定手段２２では、更に
ガス給湯器４の器具流量監視が開始され、内部で並行して漏洩識別後の漏洩異常時間監視
が継続して行われている。つまり、実際に漏洩している流量より大きな器具使用による流
量が発生しても器具の使用時間監視がスタートしても確実に漏洩識別による警告表示を報
知手段２５に表示することができ、ガス事業者のセンターにも通知できる。一方、漏洩遮
断設定時は、遮断手段２４を駆動しガス供給を停止できる。
【００３６】
　なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限
定されるものではない。
【００３７】
　以上のように、第１の保安判定手段１３と第２の保安判定手段１７とが並行して使用器
具の監視を行い、第２の保安判定手段１７で器具推定成立すると第１の保安判定手段１３
に漏洩識別完了信号を出力し、第２の保安判定手段１７で器具監視するので、使用器具の
流量変化に影響受けることなく、漏洩に対応した適切な使用制限機能を確保することで安
全を確保し、かつ使い勝手の高いガス遮断装置を提供することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００３８】
　以上のように、本発明に係るガス遮断装置は、使用器具の安全監視を適切に確保できる
ものであり、都市ガス、プロパンガス、水素ガス等による爆発事故、中毒事故の発生を未
然に防止する器具監視装置全般に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施の形態１におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す構成図
【図２】同ガス遮断装置の制御ブロック図
【図３】従来のガス遮断装置の構成図
【符号の説明】
【００４０】
　１０　流量検出手段
　１１　流量演算手段
　１２　平均流量演算手段
　１３　第１の保安判定手段
　１４　漏洩流量判定手段
　１５　監視値記憶手段
　１６　第１の異常判定手段
　１７　第２の保安判定手段
　１８　流量格納手段
　１９　特徴記憶手段
　２０　器具推定手段
　２１　漏洩識別判定手段
　２２　第２の異常判定手段
　２４　遮断手段
　２５　報知手段
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